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生産組織形態の変化とその要因
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1　は　じ　め　に

虚業従事者が少なくなっている現在，組織による生産対

応は．水田農業を確立するための大きなポイントである。

県内の水稲について組織的対応状況をみると，組織数，処

理面積ともに年々増加し，1989年度には作付面積の30％に

まで遷した。ところが組織にはさまざまな形態があり，一

様に増加したわけではなく，その時代背景を反映して設立

又は解体している。

ここでは会津地方を対象とし，水稲にかかる生産組織の

うち，県内で多くみられる共同利用・共同作業組織（以降

共同利用組織と略す）．受託組織．集団栽培組鰍こついて，

その動向と変化の要因を明らかにした。更にY村の事例か

ら，組織化による個別経営の変化をとらえ，今後の組線化

の方向を検討した。

なお組織数等のデータは福島県市町村別稲作生産計画の

うち調査方法が統一されていた1986年までを使用した。
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（1）集団栽培組織

労働手段が未発達であり個別経営の労働力不足を補完す

るために，1955年代から多く設立された。ところが高度経

済成長時代の汝をうけ，農外へ労働力が流出し，共同作業

が困難となり．更に農業機械の個別導入が進み集落ぐるみ

の共同作業を必要としなくなった1965年代から組織数，面

積ともに減少した（図1）。

代表的な例としてY村0高度集団組合（表1のN81）が

ある。この組織は栽培協定，片押し的な共同作業，トラク

タ．バインダの共同利用などによって，年間約1．000人の

雇用を350人にまで減少することができ，単収を660kg／

10aにまで高めることができたという県の優良集団であっ

たが，田植機が個別で導入された結果．組織は解体した。

（2）共同利用・共同作業組織

1965年代後半より農業機械の普及が急激に進み，労働力

が農外に流出するなかで，高性能かつ高価な機械の共同所

有，共同利用による経費節減を目的として組織が設立され・

1978年まで急増している。これには国等の高能率生産のた

めの補助事業が大きなファクターとして考えられる。Y村

でもほとんどの生産組織の成立は補助事業を契機としてい

る。

共同利用組織は地縁的に結合した任意集団であるが，兼

業化の進展により構成員間の異質化が進み，運営方式が未

成熟で適期作業が困難等の理由により，機械の更新時期に

解体．個別所有へと向かう事例が多い。この結果1975年以

降は減少傾向にある。
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（3）受託組織

受託組軌は労働力不足を補完するために1965年代後半か

ら増加した形態である。組織数は増加しているが，処理面

軌は1971年以来減少している（図2）。組織数増加には，

共同利用組織と同様補助事業による誘導や農業機械銀行事

業によって下部組織を育成したという背景があったか，集

団内に受託を可能とする農業従事者が多く存在したかどう

か，構成員の経営意識が高かったかどうかに違いがある。

受託組織で処理面積が減少した要因は．一つは転作政策

によって水稲作付面積が減少したこと，二つには1980年に

制定された農用地利用増進法により賃貸借が容易になり，

作業受託から賃貸借へと移動したことがある。更に主体側

としては，組紛こ参加した農家間の階層分化が進んだこと

が大きな要因として考えられる。一組織当り参加農家数が

1975年以来減少していることから，当初農業に留まってい

た農家も兼業に伴い組織を離脱し，等質的な農家が残った

と想像できる。現にY村で活動中の受託組紛こは農業内で

日立している農家が多い。

表1　Y村の稲作生産組織
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注．『統計からみたY村の農業（1982．3）』に加筆修正
a）組織の類型区分：集：集団栽培．共：共同利用，

受：受託

蓑2　0組合における個別農業経営の動き

（単位：a，頑）
組 合 員　 作　 物　 名 19 8 3　 8 4　 8 5　　 8 6　　 8 7　 88

A　 水稲　夏秋 トマ ト 2 5 3 2 53 73 3 も 7 3 3 7 3 3 73 2

メ ロ ン 0　　 0　　 0　　 0　　 5　　 5
繁殖 牛 1 4　 12　 12　 12　 14　 14
牧 草 0　　 3 7　 13 1 13 1 13 6　 153

B　　 水稲 3 80　 3 80　 3 8 0　 5 0 0 b　4 6 0　 4 6 0
麦秋 トマ ト 5　　 5　　 5　　 5　 10　 13
メ ロ ン 5　　 5　　 5　　 5　　 5　　 3

C　　 水稲 3 2 0　 3 2 0　 3 2 0　 3 2 0　 3 2 0　 3 2 0
メ ロ ン 0　　 0　　 0　　 0　　 5　　 5

D　　 水 稲 2 1 0　 2 10　 2 4 0 a　3 6 0 b　3 6 0　 3 6 0
夏秋 トマ ト 0　　 0　　 0　　 5　　 5　　 5
メ ロ ン 0　　 0　　 0　　 0　　 5　　 5
G アスパ ラ 2 0　　 2 0　　 2 0　　 2 0　　 2 0　　 2 0

注．aは購入，bは利用権設定を示す。

3　組織化による個別経営の変化と今後の方向

今後の組織の方向を検討するため，生産組紛こ参加する

ことによって個別経営がどう変化しているかをY村0組合

（表1のNn31）を例にとる。当組合は4名の“ゆい’●を下

地として新農横を契機に結成された。育苗センター，ライ

スセンターを核に各種機械を装備し，水稲及び大麦，大豆

の機械作業を受託している。

農業機械の大型化と共同作業によって生じた余剰労働は

野菜を中心として新規作物の導入や既存作物の拡人に振り

向け，個別経営の改善を図っている。水稲も規模拡大して

いるように見えるが，任意組合の制約から委託者と組織の

契約が結べないために便宜上個人名としているものであり，

実質は組合による協業経常が行われている。この結果，導

入作目が水稲の畦畔草刈や水管理などの栽培管理作業と競

合することとなり，利用権設定等による水稲の拡大は限度

に達していると推測される。このような傾向はY村のすべ

ての受託組織に共通しており．会津や県全体を通しても同

様である。しかし所有機械の能率からみると余力があるた

め，農業機械の惟能に依存する作業受託については今後も

拡大できる可能他はある。

4　お　わ　り　に

現在は組織数，面積共に共同利用が多いが，今後労働力

が更に減少することを考えれば．地域的に農業生産を担う

受託組織が期待される。そこでは組織に農業で自立する農

家の存在が必要であるが．現在そのような農家では組軌こ

よる効率的な生産で生じた余剰労働を個別経営の中に投入

しており．土地利用型作物の規模拡大をできる農家は多く

ない。受託組織の機械力に依存する作業受託は今後とも増

加すると思われるが，人力に頼る管理作業は地域的に輔完

できる体制を検討しなければならない。
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